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のうぎょうだより 

平成30年度農家座談会日程 

日 時 会  場 

12月11日 

(火) 

10:30 
是川公民館 講座室２ 

96-1219 

13:00 
大館公民館 会議室 

25-3331 

12月12日 

(水) 

10:30 
下長地区市民センター 集会室 

28-8863 

13:00 
市川公民館 図書室  

52-2319 

12月13日 

(木) 

10:30 
上長公民館 会議室 

23-3237 

13:00 
瑞豊館 農事研修室 

23-2618 

12月14日 

（金） 
10:30 

館公民館 会議室 

27-5431 

12月17日 

(月) 

10:30 
白銀公民館 講義室 

33-1633 

13:00 
南浜公民館 和室 

39-3036 

12月18日 

(火) 

10:30 
島守コミュニティセンター 会議室 

83-2111 

13:00 
南郷事務所 大会議室 

82-2111 

 

 

    

農
業
委
員
会
で
は
、
左
表
の
日
程
で
座 

談
会
を
開
催
し
ま
す
。 

 

今
年
度
の
座
談
会
は
、
開
催
地
区
ご
と 

に
困
っ
て
い
る
こ
と
や
問
題
な
ど
を
テ
ー 

マ
と
し
て
掲
げ
、
地
域
の
農
家
の
み
な
さ 

ん
と
担
当
地
区
の
農
業
委
員
が
一
緒
に
な 

っ
て
、
地
域
が
主
体
の
話
し
合
い
を
行
い 

ま
す
。
事
務
局
等
の
職
員
も
制
度
面
か
ら 

助
言
し
ま
す
の
で
、
一
人
で
は
解
決
で
き 

 

な
い
地
域
で
抱
え
る
悩
み
な
ど
を
、
こ
の 

機
会
に
み
な
さ
ん
で
話
し
合
い
ま
せ
ん
か
。 

 

テ
ー
マ
は
、
地
域
の
実
情
を
知
る
各
地 

区
の
農
業
委
員
が
決
定
し
、
月
中
旬
に 

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
ま
す
の
で
、 

そ
ち
ら
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
な
お
、
テ 

ー
マ
を
設
定
し
な
い
地
区
で
は
、
例
年
ど 

お
り
個
別
の
相
談
に
対
応
し
ま
す
の
で
、 

お
気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。 

問
農
業
委
員
会 

  

  

去
る
８
月
21
日
、
き
ざ
ん
八
戸
に 

お
い
て
、
三
八
地
区
の
農
業
委
員
及 

び
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
が
出 

席
し
、
三
八
地
区
農
業
委
員
会
大
会 

が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。 

議
事
で
は
、
第
１
号
議
案
「
農
業 

の
担
い
手
確
保
と
農
地
集
積
関
連
対 

策
に
関
す
る
要
望
」
と
し
て
、
１
． 

営
農
意
欲
が
あ
る
新
規
就
農
者
を
増 

や
す
た
め
、
農
業
次
世
代
人
材
投
資 

事
業
の
交
付
要
件
と
な
っ
て
い
る
年 

齢
制
限
を
緩
和
す
る
な
ど
、
幅
広
い 

就
農
希
望
に
対
応
で
き
る
よ
う
な
支 

援
と
す
る
こ
と
、
２
．
農
地
集
積
と 

農
業
機
械
導
入
等
の
関
連
対
策
を
同 

時
に
実
施
し
、
一
定
以
上
の
農
地
集 

積
が
図
ら
れ
る
計
画
に
つ
い
て
は
、 

ポ
イ
ン
ト
制
に
よ
ら
ず
、
確
実
に
、 

か
つ
計
画
的
に
実
施
で
き
る
よ
う
事 

業
要
件
の
見
直
し
と
事
業
実
施
要
望 

に
基
づ
く
予
算
確
保
を
行
う
こ
と
、 

第
２
号
議
案
「
小
規
模
農
家
の
経
営 

安
定
化
に
関
す
る
要
望
」
と
し
て
、 

１
．
青
色
申
告
へ
の
移
行
が
困
難
な 

小
規
模
農
家
等
も
対
象
と
す
る
セ
ー 

フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
の
充
実
を
図
る
こ
と
、 

２
．
地
域
に
お
け
る
担
い
手
と
小
規 

模
農
家
等
と
の
役
割
分
担
を
推
進
し
、 

農
村
集
落
機
能
の
維
持
を
図
る
た
め 

の
新
た
な
施
策
を
講
ず
る
こ
と
、
の 

２
件
の
要
望
案
が
提
案
さ
れ
、
審
議 

の
結
果
、
満
場
一
致
で
決
議
さ
れ
ま 

し
た
。 

 

のうぎょうだよりの発行日が次回新年号から 10日へ変更となります 

農
業
委
員
会
で
は
、
左
表
の
日
程
で 

座
談
会
を
開
催
し
ま
す
。 

 

今
年
度
の
座
談
会
は
、
開
催
地
区
ご

と
に
困
っ
て
い
る
こ
と
や
問
題
な
ど
を

テ
ー
マ
と
し
て
掲
げ
、
地
域
の
農
家
の

み
な
さ
ん
と
担
当
地
区
の
農
業
委
員
が

一
緒
に
な
っ
て
、
地
域
が
主
体
の
話
し

合
い
を
行
い
ま
す
。
事
務
局
等
の
職
員

も
制
度
面
か
ら
助
言
し
ま
す
の
で
、
一

人
で
は
解
決
で
き
な
い
地
域
で
抱
え
る 

 

悩
み
な
ど
を
、
こ
の
機
会
に
み
な
さ
ん

で
話
し
合
い
ま
せ
ん
か
。 

 

テ
ー
マ
は
、
地
域
の
実
情
を
知
る
各

地
区
の
農
業
委
員
が
決
定
し
、
11
月
中

旬
に
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る

他
、
各
会
場
に
ポ
ス
タ
ー
を
掲
示
し
ま

す
の
で
、
そ
ち
ら
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

な
お
、
テ
ー
マ
を
設
定
し
な
い
地
区
で

は
、
例
年
ど
お
り
個
別
の
相
談
に
対
応

し
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
お
越
し
く
だ

さ
い
。 

問
農
業
委
員
会 

☎
43
―
２
１
１
１ 

内
線
４
０
１
３ 

 



 

(２) 
はちのへのうぎょうだより 

11 月 号  No.524 

 

籠
田 

悦
子 

委
員 

松
橋 

剛
志 

委
員 

阿
達 

福
壽 

委
員 

 

橘 
 

由
正 

委
員 

荒
川
喜
一
郎
委
員 

髙
橋 

勝
男 

委
員 

髙
橋 

政
典 

委
員 

           
  

  

 

ご
主
人
の
聖
山
さ
ん
は
、
東
京
の
大
学
を

卒
業
後
帰
省
し
、
農
業
を
営
む
両
親
の
も

と
へ
就
農
し
ま
し
た
。
学
生
の
頃
か
ら
親
の

姿
を
見
て
い
た
こ
と
か
ら
、
家
業
を
継
ぐ
こ

と
に
は
特
に
抵
抗
は
無
か
っ
た
と
い
う
こ
と

で
す
。
現
在
は
、
大
学
時
代
に
知
り
合
っ
た

東
京
出
身
の
妻
、
智
子
さ
ん
と
仲
良
く
農

業
に
従
事
し
て
い
る
そ
う
で
す
。
子
供
た
ち

は
保
育
園
に
入
所
中
で
、
両
親
と
は
別
経

営
で
頑
張
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で
す
。  

妻
の
智
子
さ
ん
は
農
業
経
験
が
無
く
、

農
業
体
験
か
ら
の
出
発
で
し
た
が
、
聖
山
さ

ん
の
や
さ
し
い
指
導
の
も
と
、
今
で
は
立
派

に
農
作
業
に
従
事
し
て
い
る
そ
う
で
す
。
い

わ
ゆ
る
二
人
三
脚
の
農
作
業
で
す
。
農
業
は

気
象
に
左
右
さ
れ
る
の
で
、
特
に
台
風
等
の

接
近
の
時
は
、
被
害
防
除
対
策
で
苦
労
す

る
と
の
こ
と
で
す
。 

ま
た
智
子
さ
ん
は
、
家
に
戻
っ
て
も
仕
事

が
続
い
て
い
る
よ
う
で
、
家
の
中
で
く
つ
ろ
げ

る
場
所
を
持
て
な
い
こ
と
が
、
ち
ょ
っ
と
悲
し

い
か
な
と
思
う
反
面
、
野
菜
が
常
時
あ
る
こ

と
で
子
供
は
野
菜
を
食
し
、
野
菜
嫌
い
に
な

ら
な
い
こ
と
が
幸
い
と
思
え
る
等
、
子
供
を

育
て
や
す
い
環
境
に
あ
る
こ
と
が
良
い
と
感

じ
て
い
る
よ
う
で
す
。
時
間
に
束
縛
さ
れ
ず

に
子
供
と
過
ご
す
時
間
も
あ
り
、
何
よ
り

も
夫
婦
が
一
緒
に
汗
を
流
し
時
間
を
過
ご

す
こ
と
が
で
き
、
農
業
に
就
い
て
良
か
っ
た

と
思
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で
す
。 

聖
山
さ
ん
は
、
現
状
に
満
足
せ
ず
作
付

け
面
積
等
の
工
夫
で
、
今
の
作
物
で
さ
ら
に

収
入
増
を
図
り
た
い
と
、
将
来
の
目
標
を
話

し
て
く
れ
ま
し
た
。
農
業
を
離
れ
て
は
、
小
、 

  

           

中
、
高
、
大
学
と
相
撲
の
経
験
が
あ
り
、
現

在
も
相
撲
大
会
に
出
場
す
る
機
会
が
あ
る

そ
う
で
す
。  

 

◎
取
材
を
終
え
て
・
・
・ 

会
話
中
に
感
じ
ら
れ
た
人
間
性
は
、
温

厚
・誠
実
な
性
格
の
持
ち
主
で
、
将
来
頼
も

し
い
農
業
青
年
と
見
受
け
ら
れ
ま
し
た
。 

   

当
委
員
会
で
設
定
し
て
い
る
農
地
法
第
３
、 

４
、
５
条
の
許
可
申
請
・
届
出
の
受
付
期
間

等
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
申
請
内
容
や
申

請
書
類
に
つ
い
て
、
事
前
に
農
業
委
員
会
で

ご
確
認
く
だ
さ
い
。 

問
農
業
委
員
会 

☎
43-

２
１
１
１ 

内
線
４
０
１
４ 

              

          

オ
ラ
ほ
の

今月号では南浜地区で

がんばる、野菜農家の

岩崎聖山
せいざん

さん・智子
と も こ

さん

ご夫妻を紹介します。 

 

 

 

 

今
回
は
、
農
業
経
験
10
年
、
耕
作
面
積

５
ha
で
、
ほ
う
れ
ん
草
、
春
菊
、
ブ
ロ
ッ
コ
リ

ー
等
を
栽
培
さ
れ
て
い
る
岩
崎
さ
ん
ご
夫

妻
の
、
ほ
う
れ
ん
草
収
穫
作
業
中
に
お
邪

魔
し
、
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。 

 

岩崎さんご夫妻 

農地法許可申請 

申請月 受付期間 
許可書の交付日 

3条/4･5条 

(30a以下) 
4･5条 

(30a超) 

11月 11/12-11/20 12/14 1/7 

12月 12/11-12/20 1/18 2/4 

1月 1/11-1/18 2/15 3/6 

農地法届出 

申請月 締切日 交付日 締切日 交付日 

11月 11/5 11/15 11/20 11/30 

12月 12/5 12/14 12/20 12/27 

1月 1/7 1/15 1/21 1/31 

※他法令との調整により、変更となる場合があります。 

農
地
等
利
用
の
最
適
化
推
進
と
は
、 

①
担
い
手
へ
の
農
地
利
用
の
集
積
・

集
約
化 

②
遊
休
農
地
の
発
生
防
止
・
解
消 

③
新
規
参
入
の
促
進 

 

に
よ
る
、
農
地
等
の
利
用
の
効
率
化
及

び
高
度
化
の
促
進
を
行
う
こ
と
で
す

が
、
こ
れ
ら
が
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い

う
と
、
農
業
委
員
や
農
地
利
用
最
適
化

推
進
委
員
が
、
農
地
を
貸
し
た
い
農
家

を
訪
問
し
て
、
農
地
中
間
管
理
機
構

（
農
地
集
積
バ
ン
ク
）
へ
の
貸
付
け
を

促
し
た
り
、
貸
し
手
と
借
り
手
と
の
話

し
合
い
な
ど
の
活
動
を
行
っ
た
り
し

て
、
地
域
内
の
分
散
し
た
農
地
を
、
担

い
手
ご
と
に
集
約
化
し
た
農
地
利
用
を

目
指
す
こ
と
や
、
農
業
経
営
の
規
模
の

拡
大
、
新
た
に
農
業
経
営
を
行
お
う
と

す
る
者
の
農
業
参
入
の
促
進
な
ど
を
目

指
す
こ
と
で
す
。 

 

中
間
管
理
機
構
へ
の
貸
付
け
は
、
貸

し
手
側
は
公
的
な
機
関
な
の
で
安
心
し

て
貸
せ
る
、
借
り
手
側
は
規
模
拡
大
が

で
き
る
こ
と
や
企
業
や
新
規
就
農
者
も

利
用
し
や
す
い
農
地
が
借
り
ら
れ
る
等

の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。 

農
地
利
用
に
つ
い
て
相
談
し
た
い
方

は
、
農
業
委
員
や
推
進 

委
員
に
相
談
し
て
く
だ 

さ
い
。 

     

取材担当 

大館・南浜地区 



 

(３) 
はちのへのうぎょうだより 

11 月 号  No.524 

                               

                  

  

平成 31 年３月以降の免税軽油に係る免税証の交付申請を、次のとおり行います。 
１．申請受付日時…平成 30 年 12 月７日（金）まで 
２．申請受付場所…三八地域県民局 県税部課税第一課窓口 
３．提出申請書類等…下表の申請区分に従って必要な書類等（○の表示）を準備して申請してください。 
  

申請者が事前に準備してください。 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

耕
作
証
明
書(

農
業
委
員
会
発
行)

 

免
税
軽
油
使
用
者
証(

前
年
以
前
交
付
の
も
の)

 

機
械
販
売
証
明
書
等(

納
品
書
可)

 

軽
油
使
用
計
画
書 

前
年
度
軽
油
使
用
明
細
書 

軽
油
納
品
書(

前
年
度
使
用
分)

 

組
合
員
名
簿(

全
員
の
押
印
必
要
・
写
し
不
可)

 

組
合
定
款
・
規
約
及
び
総
会
の
議
事
録
謄
本 

切
手
３
９
０
円 

(

返
信
用
封
筒
に
貼
付
す
る
こ
と)

 

印
鑑 

封
筒(

長
形
３
号
・
１
２
０×

２
３
５
ｍ
／
ｍ)

 

県
収
入
証
紙
４
０
０
円 

(

県
税
関
係
証
明
等
原
簿
に
貼
付
す
る
こ
と)

 

○  ○      ○ ○ ○ ○ 

○ ○       ○ ○ ○  

○ ○       ○ ○ ○ ○ 

○  ○      ○ ○ ○ ○ 

○ ○       ○ ○ ○  

○ ○       ○ ○ ○ ○ 

○  ○ ○   ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

○ ○  ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○  

○ ○  ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ 

 注１ 新規…新たに申請する方。  

提 

出 

書 

類 

等 

三八県税部にあります。 

1 2 3 4 5 6 7 

免
税
証
交
付
申
請
書 

免
税
軽
油
所
要
数
量
計
算
書(

農
業
用)

 

県
税
関
係
証
明
等
原
簿 

免
税
軽
油
使
用
者
証
交
付
申
請
書 

免
税
軽
油
使
用
者
証
共
同
交
付
申
請
書 

免
税
軽
油
の
引
取
り
等
に
係
る
報
告
書
の
提
出

の
期
限
の
特
例
指
定
申
請
書 

誓
約
書(

注
２)

 

申
請
区
分 

個
人 

新規 ○ ○ ○ ○  交
付
申
請
数
量
が
使
用
期
間
一
月
当
た
り

一
㎘
以
下
の
方 

○ 

継続 ○ ○     

更新 ○ ○ ○ ○  ○ 

共
同
申
請 

新規 ○ ○ ○  ○ ○ 

継続 ○ ○     

更新 ○ ○ ○  ○ ○ 

防
除
組
合
等 

新規 ○  ○ ○  ○ 

継続 ○      

更新 ○  ○ ○  ○ 

 

 

提 

出 

書 

類 

等 

三八県税部にあります。 申請者が事前に準備してください。 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

免
税
証
交
付
申
請
書 

免
税
軽
油
所
用
数
量
計
算
書(

農
業
用)

 

県
税
関
係
証
明
等
原
簿 

免
税
軽
油
使
用
者
証
交
付
申
請
書 

免
税
軽
油
使
用
者
証
共
同
交
付
申
請
書 

免
税
軽
油
の
引
取
り
等
に
係
る
報
告
書
の

提
出
の
期
限
の
特
例
指
定
申
請
書 

誓
約
書(

注
２)
 

免
税
軽
油
使
用
者
証
書
換
・
再
交
付
申
請
書 

免
税
軽
油
使
用
者
証
亡
失
届 

耕
作
証
明
書(

農
業
委
員
会
発
行)

 

免
税
軽
油
使
用
者
証(
前
年
以
前
交
付
の
も
の)

 

機
械
販
売
証
明
書
等 

軽
油
使
用
計
画
書 

前
年
度
軽
油
使
用
明
細
書 

免
税
軽
油
の
引
取
り
等
に
係
る
報
告
書(

注
３)

 
 

 
 

 
 

(

軽
油
納
品
書
等
添
付(

写
し
可)

)
 

組
合
員
名
簿(

全
員
の
押
印
必
要
・
写
し
不
可)

 

組
合
定
款
・
規
約
及
び
総
会
の
議
事
録
謄
本 

切
手
４
５
０
円(

返
信
用
封
筒
に
貼
付
す
る
こ
と)

 

印
章(

ハ
ン
コ)

 

筒
封(

長
形
３
号
・
１
２
０×

２
３
５
ｍ
／
ｍ)

 

県
収
入
証
紙
４
０
０
円 

(

県
税
関
係
証
明
等
原

簿
に
貼
付
す
る
こ
と)

  
 (注１) 

申

請

区

分 

個
人
・
共
同 

新 規 ○ ○ ○ ○ △1 以
下
の
方 

期
間
１
月
当
た
り
１
kℓ 

交
付
申
請
数
量
が
使
用 

○   ○  ○      ○ ○ ○ ○ 

継 続 ○ ○       ○ ○    ○   ○ ○ ○  

更 新 ○ ○ ○ ○ △1 ○   ○ ○    ○   ○ ○ ○ ○ 

防
除
組
合
等 

新 規 ○  ○ ○  ○   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

継 続 ○        ○ ○  ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○  

更 新 ○  ○ ○  ○   ○ ○  ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ 

共
通 

書 換         ○   ○ △2         △３ 

再交付         ○ ○            ○ 

 △１ 共同申請の場合、｢免税軽油使用者証交付申請書｣は｢免税軽油使用者証共同交付申請書｣を使用
する。 

△２ 免税軽油使用者証から、機械を削除する場合は、不要である。 
△３ 更新手続きと同日付で行う場合は、不要である。 

注１ 新規…免税軽油使用者証を新たに申請する方 
 継続…免税軽油使用者証の交付日が平成 29 年３月１日以降の方 
 更新…免税軽油使用者証の交付日が平成 29 年２月 28 日以前の方 

注２ 国税又は地方税の滞納処分を受け、その滞納処分の日から起算して２年を経過しない者である
こと等、地方税法で定める欠格事項への該当がないことを誓約していただく書類です。 

注３ ｢免税軽油の引取り等に係る報告書｣及び｢軽油納品書等｣の提出がない場合は、免税証の交付が
できません。 

問 三八地域県民局 県税部 課税第一課 成田 ☎27-5111（内 210） 
 

～農地の相続税・贈与税の納税猶予の特例の適用を受けている方へ～ 

 納税猶予の特例の適用を受けている農地(特例農地)については、売渡し、貸付け、転用ま

たは耕作の放棄や、農業経営を廃止した場合など、納税猶予が打ち切りとなる場合がありま

す。その場合は、それまで猶予されていた税額に利子税が加わるため、多額の税金を支払わ

なければならない可能性がありますので、農地の適正な管理をお願いします。 

 また、贈与税の納税猶予制度適用中に贈与者が死亡した場合は、贈与税が免除され、相続

税の課税対象となります。この場合、相続税納税猶予制度の適用を受けることができますの

で、農業委員会や税務署に相談してください。 



 
(４) 

はちのへのうぎょうだより 
11 月 号  No.524 

 

 

                               

                               

  

 

                            

                    

自
宅
の
周
り
の
草
取
り
を
し
ば
ら
く
さ
ぼ
っ

て
い
ま
し
た
。
久
々
に
家
の
裏
に
回
っ
て
み
た

と
こ
ろ
、
腰
丈
ほ
ど
の
雑
草
が
生
え
て
い
ま
し

た
。
ご
近
所
様
に
迷
惑
を
か
け
て
し
ま
っ
た
と

反
省
し
な
が
ら
、
引
っ
こ
抜
き
ま
し
た
。
抜
く

た
び
に
ミ
ミ
ズ
も
出
て
き
て
、
太
い
茎
な
の
か

ミ
ミ
ズ
な
の
か
わ
か
ら
な
く
な
り
、
出
て
く
る

な
よ
～
と
、
一
人
ぶ
つ
ぶ
つ
言
い
な
が
ら
作
業

し
て
い
ま
し
た
。
家
の
周
り
も
遊
休
農
地
も
、

こ
ま
め
に
草
取
り
を
し
て
、
近
所
迷
惑
に
な
ら

な
い
よ
う
に
気
を
つ
け
ま
し
ょ
う
ね
。 

の
う
ぎ
ょ
う
だ
よ
り
担
当 

古
舘 

編
集
発
行 

平
成
30
年
11
月
号 

八
戸
市
内
丸
一
丁
目
１
番
１
号 

八
戸
市
農
業
委
員
会
（
℡
43-

２
１
１
１ 

内
線
４
０
１
３
） 

印
刷
部
数
４
，
２
５
０
部 

印
刷
経
費
１
部
あ
た
り
4.62
円 編

集
後
記 

 
所在地 

地目等 
面積 
(㎡) 

希望価格 

・期間 大字 小字 地番 

① 尻内町 中川原 

24-1 田 827 

総額 
90万円 

27-2 田 304 

② 尻内町 

堤下 

57-1 
田 

（農用地） 
1,830 

応相談 
 

68-1 田 375 

松森 

18 
田 

（農用地） 
1,983 

23 
田 

（農用地） 
528 

③ 尻内町 大崎 58-2 
畑 

（農用地） 
370 

応相談
(貸可) 

 

 

 

 

 

下長／旧市内／大館／豊崎／館の 

各地区で耕作されている農業経営者の皆様を対象とする 
 
 
 
 
  
国では、地域農業の振興を図るため、新規青年就農者への資金の交付や、農業用機械の導入のた

めの経営体育成支援事業等を実施しています。 

当市では、これらの国の事業を行うため、また、これからの地域農業のあり方を検討するための「経

営再開マスタープラン」を各地区において更新するため、準備を進めているところです。 

つきましては、プランに関する皆様のご意見を賜りたく、次のとおり座談会を開催します。 

皆様お誘い合わせの上、お集まりください。 

問農業経営振興センター ☎ 27－9163 FAX 27－9166 

○日時・場所 

地 区 日 時 場 所 

下 長 11月15日（木）13：30～ 
八戸市農業経営振興センター 
（八戸市大字尻内町字毛合清水29） 

旧市内 11月15日（木）15：00～ 
八戸市農業経営振興センター 
（八戸市大字尻内町字毛合清水29） 

大 館 11月20日（火）13：30～ 
大館公民館 会議室 

(八戸市大字新井田字常光田17-1) 

豊 崎 11月27日（火）13：30～ 
瑞豊館 農事研修室 

(八戸市大字豊崎町字上永福寺130-1) 

館 11月30日（金）13：30～ 
館公民館 和室 

(八戸市大字八幡字下陳屋40-1) 

 

 

 

新規の農地情報をお知らせします。詳細について

確認したい方は、「全国農地ナビ」をご覧いただくか、

農業委員会までお越しください。新規以外の情報は

折込チラシにございます。 

農地転用・農地改良につきましては、農業委員会

や農業委員にご相談ください。 

問 農業委員会 ☎ ４３-２１１１ 内線４０１５ 

Agricultural Land Information System Agricultural Committee 

 

         http://www.alis-ac.jp/ 
 

 

 

のうぎょうだよりは次回新年号から 

発行日を１０日へ変更します 

http://www.alis-ac.jp/

